
 

 

【 健 康 管 理 事 業 推 進 委 員 会 の 目 的 】 

 

 本委員会は保健事業を円滑、且つ効率的に推進するために、

次の事項について検討し、理事会に対し意見の提出を行うも

のとし、定期理事会・組合会が開催される前月に年２回実施

するものとする。 

 

 ➀ 健康管理事業の企画・立案 

 

 ② 健康管理事業の実施計画の策定 

 

 ③ 実施した健康管理事業の分析・評価 

 

以上 


